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○紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則 

平成１８年１月１０日 

規則第４８号 

改正 平成１９年３月３０日規則第１４号 

平成２０年３月２８日規則第４号 

平成２０年６月２５日規則第２１号 

平成２２年３月８日規則第１号 

平成２４年６月１４日規則第５号 

平成２８年３月２２日規則第６号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、紀宝町福祉医療費の助成に関する条例(平成１８年紀

宝町条例第８７号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(社会保険各法) 

第２条 条例第２条第８項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律

をいう。 

（１） 健康保険法(大正１１年法律第７０号) 

（２） 船員保険法(昭和１４年法律第７３号) 

（３） 私立学校教職員共済法(昭和２８年法律第２４５号) 

（４） 国家公務員共済組合法(昭和３３年法律第１２８号) 

（５） 地方公務員等共済組合法(昭和３７年法律第１５２号) 

(受給資格の認定及び更新) 

第３条 条例第４条第１項の規定による受給資格の認定又は更新の申請は、

福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第１号)により行うものとす

る。 

２ 町長は、前項の規定による認定又は更新をしたときは、当該認定又は

更新を受けた受給資格者に、福祉医療費受給資格証(様式第２号。以下「受

給資格証」という。)を交付するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、町長は、受給資格証の有効期間が満了す
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る者が助成対象要件を備える者であると確認することができるときは、

申請させることを要せずに受給資格証を更新して交付することができる。 

(受給資格証の有効期間) 

第４条 受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次に定めるところによ

る。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。 

（１） 有効期間の始期 次のアからエまでによる。 

ア 毎年９月１日。ただし、新たに対象者として認定された場合は、

イ又はウによる。 

イ 新たに対象者として認定された場合において、条例第３条に規定

する対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」とい

う。)から１月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障が

い者については対象者となる事実を確認した日から１月以内に認定

したときは事実が発生した日の属する月の初日、６５歳以上老人に

ついては６５歳の誕生日の属する月の初日、寡婦については６０歳

の誕生日の属する月の初日 

ウ 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から１月

を超えて認定したときは、認定した日の属する月の初日 

エ イ又はウ以外の事由により、対象者としての要件に該当した場合

は、当該要件の該当日 

（２） 有効期間の終期 次のア及びイによる。 

ア 毎年８月３１日。ただし、９月１日から翌年８月３１日までに対

象者としての要件に該当しなくなる場合は、イによる。 

イ ９月１日から翌年８月３１日までに対象者としての要件に該当し

なくなる場合は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日 

(受給資格証の更新及び返還) 

第５条 町長は、対象者の受給資格証の有効期間が満了する場合において、

対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、受給

資格証の更新をすることができる。 
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２ 町長は、前項の場合において、更新をすることが適当でないと認める

とき、又は対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、福祉医療

費受給資格欠格事由(却下通知)書(様式第３号)を対象者に送付する。 

３ 対象者又は保護者等は、前項の通知書が送付されたときは、当該受給

資格証を直ちに町長に返還しなければならない。 

(本人負担金) 

第６条 条例第５条第３項に規定する規則で定める本人負担金の額は、診

療報酬明細書(療養については療養に要した費用)及び当該診療報酬明細

書の処方せんによる調剤報酬明細書１件については次に定める額とする。 

（１） 通院の場合 総医療費に２割を乗じた額。ただし、対象医療費

の自己負担額が８，０００円以下のものにあってはその額とする。 

（２） 病院又は診療所に入院している場合 ４４，４００円(町民税非

課税世帯２４，６００円)に対象医療費の自己負担額から４４，４００

円(町民税非課税世帯２４，６００円)を控除した額の２分の１を加え

た額とする。 

(受給資格証の再交付申請) 

第７条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失っ

たときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第４号)を、破り、

又は汚した受給資格証を添えて、町長に提出し、再交付を受けることが

できる。 

２ 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った

受給資格証を発見したときは直ちに、これを町長に返還しなければなら

ない。 

(助成の申請) 

第８条 条例第８条の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、

福祉医療費助成申請書(様式第５号。以下「申請書」という。)に、受給

資格証、医療機関等の発行する医療費証明書その他町長が必要と認める

書類を添付して行うものとする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、条例第７条の規定により受給資格証の提示

を受けた保険医療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した

福祉医療費領収証明書(様式第６号。以下「領収証明書」という。)又は

領収証明一覧表(様式第７号。以下「一覧表」という。)を町長に対し提

出し、町長がこれによることが適当と認めるときは、領収証明書又は一

覧表の提出により対象者から申請があったものとみなす。 

３ 前２項の規定にかかわらず、対象者のうち高齢者の医療の確保に関す

る法律(昭和５７年法律第８０号。以下「高確法」という。)による医療

の給付を受ける者にあっては、町長がこれによることが適当と認める高

確法第４８条により設立された三重県後期高齢者医療広域連合の作成す

る帳票により助成するものとする。 

(証明書料) 

第９条 条例第６条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書

１枚(以下「１枚」という。)につき２００円を超えない範囲の実費の額

又は１枚につき２００円を超える場合は２００円とする。ただし、町長

と郡市医師会長等の協定に基づき、医療機関が領収証明書の交付に要す

る費用を対象者から直接徴収しない場合にあっては、１枚につき２００

円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき４件を限度として２

００円)を郡市医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対

する助成に代えるものとする。 

(助成の決定及び決定通知) 

第１０条 条例第９条の規定による助成額の決定の通知は、福祉医療費決

定通知書(様式第８号)とする。ただし、助成の申請について却下の決定

をしたときは、福祉医療費助成申請却下決定通知書(様式第９号)により

行うものとする。 

(届出事項等) 

第１１条 条例第１０条に規定する規則で定める事項は、氏名、住所、加

入医療保険、所得、振込口座及び町長が必要と認める事項とし、これら
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の事項の変更に係る届出は、福祉医療費受給資格変更届(様式第１号)に

よって行うものとする。 

２ 条例第１０条に規定する受給資格を失ったときの届出は、福祉医療費

受給資格喪失届(様式第１号)によって行うものとする。ただし、資格喪

失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和２２年法律第２２４号)の規定に

よる届出義務者が行わなければならない。 

３ 前２項の届出には、受給資格証を添えなければならない。ただし、受

給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかに

することができる申立書をもって受給資格証に代えることができる。 

第１２条 条例第１０条に規定する助成事由が第三者の行為によって生じ

たものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第１０号)によっ

てしなければならない。 

(その他) 

第１３条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な

事項は、町長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成１８年１月１０日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町福祉医療費の助成

に関する条例施行規則(平成１３年紀宝町規則第８号)又は鵜殿村福祉医

療費の助成に関する条例施行規則(平成１３年鵜殿村規則第４号)の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成１９年規則第１４号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行し、平成１８年１０月１日

から適用する。 
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(経過措置) 

２ 適用日前に行われた療養に係る本人負担金については、なお従前の例

による。 

附 則(平成２０年規則第４号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 平成２０年３月３１日以前に対象者のうち老人保健法(昭和５７年法

律第８０号)による医療の給付を受けた者にあっては、改正後の第８条第

３項の規定にかかわらず、町長がこれによることが適当と認める国民健

康保険法(昭和３３年法律第１９２号)による国民健康保険団体連合会及

び社会保険診療報酬支払基金法(昭和２３年法律第１２９号)による社会

保険診療報酬支払基金の作成する帳票により助成をするものとする。 

附 則(平成２０年規則第２１号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２０年９月１日から施行する。 

附 則(平成２２年規則第１号) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

(受給資格証に関する経過措置) 

２ この規則の施行の際、現に交付されている改正前の紀宝町福祉医療費

の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第２号によ

る福祉医療費受給資格証は、改正後の紀宝町福祉医療費の助成に関する

条例施行規則様式第２号による福祉医療費受給資格証とみなす。 

(様式に関する経過措置) 

３ この規則の施行の際、旧規則様式第１号、様式第３号、様式第５号及

び様式第６号、様式第８号、様式第９号及び様式第１０号による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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附 則(平成２４年規則第５号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２４年９月１日から施行する。 

(様式に関する経過措置) 

２ この規則の施行の際、旧規則様式第１号、様式第３号、様式第５号及

び様式第６号、様式第８号、様式９号及び様式第１０号による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成２８年規則第６号) 

(施行期日) 

１ この規則は、行政不服審査法(平成２６年法律第６８号)の施行の日(平

成２８年４月１日)から施行する。 

(経過措置) 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する

手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又は

この規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについ

ては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の紀宝町情報公開条

例施行規則、第２条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行

規則、第５条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定め

る規則、第６条の規定による改正前の平成２３年災害被害者に対する固

定資産税の減免に関する規則、第７条の規定による改正前の紀宝町半島

振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、

第８条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税

の特例措置に関する条例施行規則、第９条の規定による改正前の紀宝町

企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第１０

条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、

第１１条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例

施行規則、第１２条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第１３
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条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第１４条の規定に

よる改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第１５条の規定による改

正前の老人福祉法施行細則、第１６条の規定による改正前の紀宝町老人

医療事務取扱細則、第１７条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第１８条の

規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第１９条の規定による

改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第２０条の規定による改正前の

紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存す

るものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 


